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▼ “とめ”“はね”
もしっかりし、力強

くかけています。

下浦
しもうら

香帆
かほ

さん（4年）

� やわらかい線で描

き、髪のふんいきがよ

くでています。

前中
まえなか

美希
みき

さん（5年）

� よく見て描き、強

い線と弱い線をうまく

使いわけています。

池本
いけもと

力
りき

くん（5年）

▲ ていねいな筆づか

いで、バランスよくか

けています。

肥爪
ひづめ

聡子
さとこ

さん（6年）

楊 津 小 学 校

賑やか３人娘の末っ子

で、甘えん坊なんだけど、

何でもオモチャにしちゃう

わんぱく娘。元気が一番！

父　敏昭・母　成美さん

須貝
すがい

翔馬
しょうま

くん
1歳５カ月（若葉）

泉
いずみ

結芽子
ゆめこ

ちゃん
1歳４カ月（清水）

いつも元気いっぱいのし

ょうちゃん。乗り物と犬が

大好き。これからも元気に

すくすく育ってね！

父　剛・母　恭子さん

福祉医療受給者（老人、重度心身障害者（児）、

乳幼児、母子家庭等医療）で、平成1 4年中の所

得が所得制限額以内の人には、６月末までに新

しい医療受給者証を送付します。旧受給者証は、

有効期限経過後に健康福祉課または日生・六瀬

住民センターへ返却してください。

なお、平成1 5年１月２日以降に転入された人

は、前住所地で平成1 4年分所得証明書（老人医

療受給者は本人および6 5歳以上の同一世帯の方、

その他医療受給者は本人・配偶者・扶養義務者）

を請求し、６月20日までに提出してください。

また、老人医療の所得制限限度額が７月１日

から表１のとおり変わります。

国民健康保険会計ってどうなっているの？
現
在
、
国
に
お
い
て
国
民
健
康

保
険
制
度
や
医
療
保
険
制
度
の
安

定
し
た
運
営
を
行
う
た
め
、
継
続

的
に
医
療
保
険
制
度
改
革
が
審
議

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
超
高

齢
社
会
を
目
前
に
し
て
、
そ
の
影

響
を
直
接
受
け
る
国
民
健
康
保
険

に
お
い
て
は
、
今
後
と
も
保
険
財

政
の
健
全
化
に
む
け
て
一
層
の
努

力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

平
成
14
年
に
は
医
療
制
度
改
革

の
第
一
段
と
し
て
健
康
保
険
法
等

の
改
正
が
さ
れ
、
同
14
年
10
月
か

ら
高
額
療
養
費
の
限
度
額
の
見
直

し
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
年
齢
の

引
上
げ
な
ど
が
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
本
年
４
月
か
ら
は
国

保
以
外
の
保
険
加
入
者
も
原
則
３

割
負
担
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成

15
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
レ
セ

プ
ト
点
検
の
充
実
強
化
、
国
保
加

入
者
の
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
検
診

の
無
料
化
、
さ
ら
に
は
人
間
ド
ッ

ク
の
半
額
助
成
な
ど
を
一
層
推
進

し
、
疾
病
の
予
防
、
早
期
発
見
、

早
期
治
療
と
い
っ
た
保
健
事
業
の

充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
保
険
税
の
収
納
対
策
と

し
て
、
「
特
別
な
事
情
」
な
く
保
険

税
を
滞
納
し
て
い
る
世
帯
に
対
し
、

引
き
続
き
「
被
保
険
者
資
格
証
明

書
」
を
交
付
す
る
な
ど
、
負
担
の

公
平
を
図
る
と
と
も
に
保
険
税
収

納
確
保
に
努
め
て
い
ま
す
。

福 祉 医 療 の 更 新 を

表１

改正後（７月１日以降） 改正前

市町村民税非課税 市町村民税非課税 ま

たは 、合計所得金額

145万円以下

本町では、次のような福祉医療制度があります。

※いずれも所得制限があります。

問い合わせは、健康福祉課（�766－0001）へ。

制度別 対象者

老人医療

身体障害者

（児）医療

乳幼児医療

母子家庭等

医療

高齢重度心

身障害者医

療

満65歳～69歳の人

満6 5歳までの人で、身体障害者手

帳１級・２級の交付を受けている

人または療育手帳Ａ判定の人

０歳～６歳に達する日以後の最初

の３月31日までの乳幼児

1 8歳に達する日以降の最初の３月

3 1日までの間にある児童（又は2 0

歳に達する日の属する月の末日ま

での高校等在学中の児童）を養育

している母または父とその児童お

よび遺児

6 5歳以上で、身体障害者手帳１

級・２級の交付を受けている人ま

たは療育手帳Ａ判定の人

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
国

民
皆
保
険
制
度
の
基
盤
を
な
す

制
度
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
少

子
・
高
齢
化
の
進
展
、
経
済
の

低
迷
な
ど
の
社
会
経
済
情
勢
を

受
け
て
、
低
所
得
者
層
や
高
齢

者
層
の
加
入
割
合
の
著
し
い
増

加
、
財
政
的
に
不
安
定
な
小
規

模
保
険
者
の
増
加
な
ど
制
度
上

の
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の

運
営
は
不
安
定
な
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

幸
せ
ひ
ろ
が
る
健
康
づ
く
り

国保会計の９割が保険給付（老人保健含む）です
平
成
15
年
度
予
算
の
総
額

は
、
14
億
７
２
９
７
万
９
千
円

で
、
前
年
度
予
算
額
13
億
４
３

７
４
万
８
千
円
に
対
し
て
１
億

２
９
２
３
万
１
千
円
（
９
・

６
％
）
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

主
な
増
加
要
因
と
し
て
は
、

保
険
給
付
費
の
増
加
が
全
体
の

７
割
近
く
を
占
め
て
い
ま
す
。

全
体
と
し
て
も
、
健
康
保
険
法

な
ど
の
改
正
に
よ
り
高
額
療
養

費
共
同
事
業
拠
出
金
な
ど
公
費

負
担
の
拡
充
に
よ
り
、
前
年
度

予
算
に
対
し
、
被
保
険
者
数
の

伸
び
を
上
回
る
額
を
計
上
し
て

お
り
ま
す
。

な
お
、
事
業
に
係
る
被
保
険

者
数
は
一
般
被
保
険
者
４
０
７

１
人
、
退
職
被
保
険
者
１
３
０

６
人
、
老
人
保
健
対
象
者
２
３

６
２
人
で
、
合
わ
せ
て
７
７
３

９
人
（
対
前
年
度
実
績
見
込

５
・
１
％
増
）
を
推
定
し
て
い

ま
す
。

歳
入
予
算
の
内
、
国
民
健
康

保
険
税
は
、
６
億
１
２
６
６
万

９
千
円
（
対
前
年
度
当
初
比

７
・
２
％
増
）
で
全
体
の
41

・
６
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
次

い
で
、
国
庫
支
出
金
が
、
４
億

９
６
３
５
万
５
千
円
（
同
１

０
・
８
％
増
）
で
全
体
の
33
・

７
％
、
療
養
給
付
費
交
付
金
が
、

２
億
４
４
４
２
万
９
千
円
（
同

９
・
７
％
増
）
で
全
体
の
16
・

６
％
、
県
支
出
金
が
、
３
８
１

万
円
（
同
額
）
で
全
体
の
０
・

３
％
、
な
ど
を
計
上
し
て
い
ま

す
。

歳
出
予
算
の
内
、
保
険
給
付

費
は
、
９
億
２
４
３
１
万
４
千

円
（
対
前
年
度
当
初
比
10
・

７
％
増
）
で
全
体
の
62
・
８
％

を
占
め
て
い
ま
す
。
次
い
で
、

老
人
保
健
拠
出
金
が
、
４
億
１

５
９
２
万
円
（
同
７
・
６
％
増
）

で
全
体
の
28
・
２
％
、
介
護
納

付
金
が
、
６
８
６
７
万
７
千
円

（
同
４
・
６
％
増
）
で
全
体
の

４
・
７
％
、
総
務
費
は
、
１
４

３
７
万
５
千
円
（
同
２
４
・

１
％
増
）
全
体
の
１
・
０
％
な

ど
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

【収入の部】

科　　目 予算額

（千円）

国民健康保険税

一部負担金

使用料および手数料

国庫支出金

療養給付費交付金

県支出金

共同事業交付金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

計

612,669

2

300

496,355

244,429

3,810

28,500

200

85,605

2

1,107

1,472,979

３

４

５

６

７

８

９

10

日　程

７月３、10、17、24日

（木曜日）

９月４、11、18、25日

（木曜日）

10月２、９、16、23日

（木曜日）

11月13、20、27日

12月４日（木曜日）

受　講　時　間

９：30～12：30

13：30～16：30

９：30～12：30

13：30～16：30

９：30～12：30

13：30～16：30

９：30～12：30

13：30～16：30

ＡコースＩＴ講座の日程

グループで協力し合って、ホームページ

をつくるなど、情報発信の楽しさを体験し

てみませんか。

�日程 下表のとおり（３～10コース）

�定員 15人／１コース

�受講料 5,000円

�募集期限 ６月13日まで

�申込・問合せ　中央公民館（�7 6 6－8 4 3 2）

【支出の部】

科　　目 予算額

（千円）

総務費

保険給付費

老人保健拠出金

介護納付金

共同事業拠出金

保健事業費

諸支出金

予備費

計

14,375

924,314

415,920

68,677

14,002

6,340

1,351

28,000

1,472,979

リ バ グ レ ス 猪 名 川 受 講 生 募 集

病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
、

経
済
的
に
心
配
す
る
こ
と
な
く
安

心
し
て
お
医
者
さ
ん
に
か
か
れ
る

よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
は
な
ん
ら

か
の
医
療
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
（
国
保
）
は
、
職
場
の
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
な
い
人
や
、
生

活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
人
が
加

入
す
る
医
療
保
険
制
度
の
こ
と
で
、

加
入
者
が
支
払
う
自
己
負
担
金
や

保
険
税
、
国
な
ど
か
ら
の
補
助
金

を
主
な
財
源
と
し
て
市
町
村
が
運

営
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
は
、
社
会
保
険
や
国
保

な
ど
、
い
ず
れ
か
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
ま
す
か
。
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
な
い
と
、
病
気
や

け
が
を
し
た
と
き
に
た
と
え
国
保

に
加
入
し
て
も
、
国
保
に
加
入
す

べ
き
（
社
会
保
険
が
切
れ
た
時
点

も
し
く
は
本
町
に
転
入
し
た
時
）

日
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
税
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

加
入
し
て
い
な
い
人
は
、
至
急
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

町
内
に
住
所
を
有
す
る
次
の
よ

う
な
人
で
、
職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
な
い
人
は
、
す
べ
て

国
保
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。
（
生

活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
は
除
く
）

▽
農
林
漁
業
、
商
店
主
、
自
営

業
者
な
ど
自
分
で
事
業
を
営
ん
で

い
る
人

▽
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

一
定
の
収
入
は
あ
る
が
、
職
場
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
人

人間ドックなどの受診費用の助成を行っています。

【助成対象者】次の条件を全て満たす人

�４月１日現在の年齢が35歳以上の人

�引き続き６カ月以上国保に加入している人

�国民健康保険税を滞納していない人

【受診対象および受診場所】

�がん検診など、町が実施する各種検診：町保健センターま

たは指定医療機関

�人間ドック受診：市立川西病院

助成額・申請方法などくわしくは保険住民課（�766－8700）へ。

健康診断ヘの助成

予

算

概

要

歳
　
　
　
入

歳
　
　
　
出

問合先
く
わ
し
く
は
、
保

険
住
民
課
（
�
７

６
６
・
８
７
０
０
）

へ
。

経
済
的
理
由
で
就
学
が
困
難
な

高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専

修
学
校
・
短
大
・
大
学
の
在
学
生

で
、
保
護
者
が
町
内
に
在
住
す
る

人
へ
審
査
の
う
え
奨
学
金
を
貸
与

し
ま
す
。

▽
申
込
期
間
　
６
月
10
日
〜
同

30
日
ま
で
に
日
生
・
六
瀬
連
絡

所
、
教
育
総
務
課
に
あ
る
申
請
用

紙
に
添
付
書
類
を
添
え
て
同
課
へ
。

私
立
幼
稚
園
に
通
う
町
在
住
の

園
児
（
４
・
５
歳
児
）
の
保
護
者

の
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、
幼
稚

園
教
育
の
一
層
の
普
及
充
実
を
図

る
た
め
保
育
料
の
一
部
負
担
を
行

っ
て
い
ま
す
。
手
続
は
、
在
園
し

て
い
る
私
立
幼
稚
園
へ
。

経　
済　
的　
理　
由　
で　
就　
学　
困　
難　
な　
町　
立　

小　
・　
中　
学　
校　
児　
童　
・　
生　
徒　
の　
保　
護　
者　

に　
対　
し　
、　
学　
用　
品　
や　
通　
学　
用　
品　
な　
ど　

に　
か　
か　
る　
費　
用　
を　
一　
部　
援　
助　
し　
ま　

す　
。　
希　
望　
者　
は　
、　
各　
学　
校　
へ　
。　

申
込
み
、
問
い
合
わ
せ
は
、
教

育
総
務
課
（
�
７
６
６
・
６
０
０

０
）
へ
。

平
成
15
年
度
私
立
幼
稚
園

就
園
奨
励
費
の
手
続
を

平
成
15
年
度
奨
学
生
を
募
集

就
学
援
助
制
度
の
利
用
を

６
月
か
ら
毎
月
第
４
水
曜
日
午

前
10
時
〜
正
午
・
午
後
１
時
〜
同

３
時
30
分
ま
で
、
川
西
市
中
央
公

民
館
（
旧
女
性
セ
ン
タ
ー
）
で
尼

崎
社
会
保
険
事
務
所
職
員
に
よ
る

年
金
相
談
を
開
始
し
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

学
生
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
す
る
の
が
困
難
な
人
は
、
在
学

期
間
中
の
保
険
料
を
後
払
い
で
き

る
学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
し
昨
年
承
認
さ
れ
た
人

で
も
、
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
の

で
、
学
生
で
あ
る
証
明
（
学
生
証

な
ど
）、
年
金
手
帳
、
印
鑑
を
持
参

し
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
承

認
は
、
申
請
さ
れ
た
前
月
か
ら
に

な
り
ま
す
。

ま
た
、
現
在
保
険
料
の
全
額
免

除
ま
た
は
半
額
免
除
を
承
認
さ
れ

て
い
る
人
で
、
再
度
、
保
険
料
の

免
除
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
７
月

１
日
よ
り
受
付
を
開
始
し
ま
す
。

介
護
保
険
施
設
利
用
者
の
食
事

代
は
、
医
療
保
険
に
お
け
る
入
院

時
の
食
事
負
担
と
同
様
、
標
準
負

担
額
（
１
日
当
り
７
８
０
円
）
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
利
用
者
は

こ
の
額
を
負
担
し
ま
す
が
、
減
額

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
上
記
の

表
で
確
認
し
て
、
減
額
適
用
に
該

当
す
る
人
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
減
額
は
申
請
の
あ
っ
た
月

か
ら
と
な
り
ま
す
。

低
所
得
者
の
人
が
、
社
会
福
祉

法
人
（
町
内
で
は
「
天
河
草
子
」
）

の
実
施
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
訪

問
介
護
・
通
所
介
護
・
短
期
入

所
・
介
護
老
人
福
祉
施
設
）
を
利

用
す
る
場
合
、
利
用
者
負
担
が
２

分
の
１
に
減
免
さ
れ
ま
す
。

次
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

減
免
の
要
件

①
町
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

老
齢
福
祉
年
金
受
給
者

②
利
用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
な
け

れ
ば
生
活
保
護
受
給
と
な
っ
て
し

ま
う
人

③
町
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

も
の
で
年
間
収
入
金
額
が
、
在
宅

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
１
２
０
万
円

以
下
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は

50
万
円
以
下
の
人

【
注
】
「
世
帯
」
は
、
住
民
票
上
の

世
帯
。
ま
た
、
年
間
収
入
金
額
に

は
、
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
な
ど

の
非
課
税
収
入
も
含
ま
れ
ま
す
。

第3 1 6回町議会

定例会（6月議会）

は、6月1 0日開会
問い合わせは、議

会事務局（�766－

8710）へ。

年
金
相
談
の
ご
利
用
を

学
生
の
国
民
年
金
保
険
料
特

例
制
度
の
ご
利
用
を

介
護
保
険
施
設
利
用
者
の

標
準
負
担
額
減
額
制
度
の

利
用
を

社
会
福
祉
法
人
に
よ
る
サ

ー
ビ
ス
利
用
料
の
負
担
減

免
制
度
の
利
用
を

介護保険施設利用者の食事代の負

担額（１日当り）

①

②

③

一般の人

世帯全員が住民税

非課税の人

生活保護の受給者

及び②で老齢福祉

年金の受給者

780円

500円

300円

標準負

担額

減額適

用

国
民
健
康
保
険
制
度
の
あ
ら
ま
し

国
保
っ
て
ど
ん
な
制
度
？

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

ま
す
か
？

国
保
に
加
入
す
る
の
は
ど

ん
な
人
？

尼
崎
社
会
保
険
事
務
所
に
よ
る

老人医療の所得制限限度額の改正

▼
対
象
平
成
13
年
12
月
１
日
か
ら
同
14
年
11
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
赤

ち
ゃ
ん
　
▼
募
集
人
数
12
人
（
多
数
抽
選

当
選
者
に
は
６
月
中
に
通
知
し

ま
す
）
申
込
み
は
、
は
が
き
に
赤
ち
ゃ
ん
の
名
前
（
ふ
り
が
な
）
・
性
別
・

生
年
月
日
・
住
所
・
両
親
の
氏
名
・
電
話
番
号
（
昼
間
に
連
絡
の
と
れ
る
番

号
、
携
帯
電
話
も
可
）
を
記
入
し
、
６
月
10
日
ま
で
に
広
報
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

課
（
〒
６
６
６
・
０
２
９
２
住
所
記
入
不
要
、
�
７
６
６
・
８
７
０
７
）
へ
。

★

★

★

★

★

「「
はは
いい
！！
ポポ
ーー
ズズ
」」
モモ
デデ
ルル
募募
集集

★

★

★

★

★

国保キャラクター
「コックン」

問合先
く
わ
し
く
は
、
保
険

住
民
課
（

�

７
６

６
・
８
７
０
０
）
へ
。
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